
５月８日に開催された第２回臨時会にて委員の変更がありました。新たな議会構成は次のとおりです。

議 長 あ い さ つ

市民の皆様には、平素より、市議会に対しまして温かいご理解とご支援を賜り、心より厚く御礼申
し上げます。議長に就任いたしましてから1年が経ったところではありますが、議長の重責に改めて身
の引き締まる思いであります。
新たな委員会構成で引き続き議会の果たすべき役割を十分に認識し、開かれた議会、信頼される議

会として活動して参ります。議長として、公正かつ円滑な議会運営に努めるとともに、本市の発展と
市民福祉の向上に最善の努力を尽くして参りますので、皆様方の一層のご理解・ご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
� 議　長　後藤　正樹

各常任委員会で審査する事項は、次のように分かれています。議案は、所管事項ごとに各常任委員会で
審査されます。

名　称 所管事項 定　数

総 務 常 任 委 員 会
市長公室、総務部、産業文化部、建設水道部、会計課、消防本部、
民生常任委員会の所管に属さない事項

９人

民 生 常 任 委 員 会 市民生活部、健康福祉部、地域振興部、教育委員会 ９人

常任委員会で審査する所管事項
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	 議　　長　　　後藤　正樹

	 副 議 長　　　水石　玲子

	 監査委員　　　塚本　俊一

◎委員長　○副委員長

	 ◎西尾　隆久　〇大久保一夫　　水野　哲男　　小関　篤司

	 　山内　　健　　木股　英明　　安藤　勝彦　　伊藤　公男

　　　　　　┬	 ◎山内　　健　〇渡邉　　豪　　西尾　隆久　　鈴木　正義

　　　　　　│	 　北谷　峰二　　水石　玲子　　安藤　　学　　木股　英明

　　　　　　│	 　安藤　勝彦

　　　　　　│
　　　　　　└	 ◎伊藤　公男　〇水野　哲男　　塚本　俊一　　小栗　恒雄

	 　杉浦　司美　　加藤　淳一　　小関　篤司　　後藤　正樹

	 　大久保一夫

　　　　　　┬	 ◎木股　英明　〇安藤　勝彦　　塚本　俊一　　小栗　恒雄

　　　　　　│	 　加藤　淳一　　後藤　正樹　　山内　　健　　大久保一夫

　　　　　　│	 　伊藤　公男

　　　　　　│
　　　　　　└	 ◎北谷　峰二　〇小関　篤司　　西尾　隆久　　杉浦　司美

	 　鈴木　正義　　水野　哲男　　水石　玲子　　安藤　　学

	 　渡邉　　豪

　　　　　　　　　　　東濃中部病院事務組合　　　　西尾　隆久　　北谷　峰二　　水石　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　　学　　木股　英明

　　　　　　　　　　　東濃西部広域行政事務組合　　後藤　正樹　　山内　　健　　伊藤　公男

　　　　　　　　　　　土岐川防災ダム一部事務組合　後藤　正樹

　　　　　　　　　　　

　（土岐津）北谷　峰二　　（下石）伊藤　公男　　（妻木）加藤　淳一　　（濃南）水野　哲男

　（駄　知）塚本　俊一　　（肥田）水石　玲子　　（　泉　）安藤　勝彦

議会運営委員会

常任委員会 総 務 常 任 委 員 会

民 生 常 任 委 員 会

特別委員会 議会改革特別委員会

広報広聴特別委員会

組 合 等 議 員

議 員 団 長

議 会 構 成
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第２回臨時会には次のとおり議案が上程され、委員会付託された議案については、同日（５月８日）に審
議されました。なお、今臨時会では上程された全ての議案が全会一致で可決等されました。

【全会一致で可決等された議案】

議案番号
議案名

議案の主な内容

議第26号

損害賠償の額を定めることについて

令和８年１月11日、陶史の森駐車場（土岐市肥田町肥田地内）の立木が倒れ、駐車していた相手方
所有の車両を破損させた事故に対する損害賠償の額を64万4,424円に定めようとするもの。

議第27号

専決処分の報告及び承認について
専第２号　土岐市税条例の一部を改正する条例について

地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月31日に公布され、その一部が同年４月１日に施行
されたことに伴い、軽自動車税の環境性能割の廃止等をするため、所要の改正を行ったもの。

議第28号

専決処分の報告及び承認について
専第３号　土岐市都市計画税条例の一部を改正する条例について

地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月31日に公布され、同年４月１日に施行されたこと
に伴い、固定資産税の税額特例措置の新設等をするため、所要の改正を行ったもの。

議第29号

専決処分の報告及び承認について
専第４号　土岐市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の

一部を改正する条例について

地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令が令和８年３月31日に
公布され、同年４月１日に施行されたことに伴い、不均一課税の適用期間を２年間延長したもの。

議第30号

専決処分の報告及び承認について
専第５号　令和７年度土岐市一般会計補正予算（第９号）

補正額3,287万2千円

議第31号

専決処分の報告及び承認について
専第６号　令和７年度土岐市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

補正額482万9千円

議第32号

専決処分の報告及び承認について
専第７号　令和７年度土岐市介護保険特別会計補正予算（第２号）

補正額168万3千円
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